
 

基発 0118 第１号 

令和５年１月 18 日 

 

都道府県労働局長 殿 

 

厚生労働省労働基準局長 

（ 公 印 省 略 ） 

 

 

「労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令」及び「労働安全衛生規則 

及び特定化学物質障害予防規則の一部を改正する省令」の施行について 

 

 

労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令（令和５年政令第８号。以下「改

正政令」という。）及び労働安全衛生規則及び特定化学物質障害予防規則の一部

を改正する省令（令和５年厚生労働省令第５号。以下「改正省令」という。）が

令和５年１月 18 日に公布され、公布の日から施行することとされたところ、そ

の改正の趣旨、内容等については、下記のとおりであるので、これらの施行に遺

漏なきを期されたい。 

また、本通達については、別添のとおり別紙の関係事業者等団体の長宛て傘下

会員事業者等への周知等を依頼したので、了知されたい。 

 

 

記 

 

 

第１ 労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令 

１ 改正の趣旨 

健康管理手帳制度は、労働安全衛生法（昭和 47 年法律第 57 号。以下「安

衛法」という。）第 67 条第１項及び第２項の規定に基づき、労働安全衛生法

施行令（昭和 47 年政令第 318 号。以下「安衛令」という。）第 23 条各号に

掲げるがんその他の重度の健康障害を生じるおそれのある業務に従事して

いた者のうち、労働安全衛生規則（昭和 47 年労働省令第 32 号。以下「安衛

則」という。）第 53 条第１項に規定する一定の要件を満たす者について、離

職の際に又は離職の後に、国が健康管理手帳を交付し、健康診断を実施する

制度である。 



 

改正政令は、労働基準法施行規則（昭和 22 年厚生省令第 23 号）第 35 条

に基づき同規則別表第一の二に掲げる疾病（業務上の疾病）に、三・三′―

ジクロロ―四・四′―ジアミノジフェニルメタン（以下「MOCA」という。）に

さらされる業務による尿路系腫瘍が追加されたこと等を受け、専門家による

検討の結果を踏まえ、安衛法第 67 条第１項の規定に基づき、健康管理手帳

の交付対象業務を拡大するよう、安衛令について所要の改正を行ったもので

ある。 

２ 改正の内容 

(1) 安衛令の一部改正（改正政令本則関係） 

都道府県労働局長による健康管理手帳の交付の対象となる業務に、

MOCA（これをその重量の１パーセントを超えて含有する製剤その他の物

を含む。）を製造し、又は取り扱う業務を追加したこと。 

(2) 施行期日（改正政令附則関係） 

改正政令は、公布の日から施行することとしたこと。 

 

第２ 労働安全衛生規則及び特定化学物質障害予防規則の一部を改正する省令 

１ 改正の趣旨 

改正政令の施行に伴い、第１の２(1)の業務に従事していた者のうち、健

康管理手帳の交付の対象となる者の要件を定める等の所要の改正を行った

ものである。 

２ 改正の内容 

(1) 安衛則の一部改正（改正省令本則関係） 

健康管理手帳の交付の対象となる者の要件として、第１の２(1)の業

務に２年以上従事した経験を有することと規定したこと。 

また、様式について所要の改正を行ったこと。 

  (2) 特定化学物質障害予防規則の一部改正（改正省令本則関係） 

別表及び様式について所要の規定の整理を行ったこと。 

(3) 施行期日（改正省令附則関係） 

改正省令は、公布の日から施行することとしたこと。 

また、改正省令による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを

取り繕って使用することができることとしたこと。 

 


